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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　栓刃挿入口が少なくとも１組前面に設けられ施工面に取り付けられるハウジングと、そ
れぞれハウジング内に収納され電源に電気的に接続されるとともに栓刃挿入口から挿入さ
れる栓刃に接触導通する複数個の刃受けと、ハウジングの前面の端部に設けられた端子収
納凹部内に収納されて接地線が接続される接地端子とを備え、
　接地端子は、ハウジングに対して固定され前面に開口したねじ穴を有する接地端子板と
、頭部を前方へ向けて接地端子板のねじ穴に螺合する端子ねじと、端子ねじが挿通される
ねじ挿通孔を有し端子ねじの頭部と接地端子板との間に挟まれることにより厚さ方向を前
後方向に向けて接地端子板の前側に取り付けられ接地端子板との間に接地線を挟持する座
金とを有し、
　座金の外周に、前後方向に開放された導入切り欠きが設けられ、前方から見た導入切り
欠きの深さ方向における座金の端部には、接地線に食い込んで接地線の脱落を防止する抜
け止め突起が後方へ突設されていて、
　端子収納凹部の内面には、抜け止め突起により脱落を防止された接地線の先部が収納さ
れる接地線用凹部が設けられていることを特徴とするコンセント。
【請求項２】
　接地線用凹部の開口付近の内面の少なくとも一部が、抜け止め突起に近い位置ほど接地
線用凹部の内径を大きくする方向に傾斜していることを特徴とする請求項１記載のコンセ
ント。
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【請求項３】
　栓刃挿入口が少なくとも１組前面に設けられ施工面に取り付けられるハウジングと、そ
れぞれハウジング内に収納され電源に電気的に接続されるとともに栓刃挿入口から挿入さ
れる栓刃に接触導通する複数個の刃受けと、ハウジングの前面の端部に設けられた端子収
納凹部内に収納されて接地線が接続される接地端子とを備え、
　接地端子は、ハウジングに対して固定され前面に開口したねじ穴を有する接地端子板と
、頭部を前方へ向けて接地端子板のねじ穴に螺合する端子ねじと、端子ねじが挿通される
ねじ挿通孔を有し端子ねじの頭部と接地端子板との間に挟まれることにより厚さ方向を前
後方向に向けて接地端子板の前側に取り付けられ接地端子板との間に接地線を挟持する座
金とを有し、
　座金の外周に、前後方向に開放された導入切り欠きが設けられ、前方から見た導入切り
欠きの深さ方向における座金の端部には、接地線に食い込んで接地線の脱落を防止する抜
け止め突起が後方へ突設されていて、
　接地端子板の端縁には、接地線に食い込んで接地線の脱落を防止する抜け止め部が設け
られていることを特徴とするコンセント。
【請求項４】
　栓刃挿入口が少なくとも１組前面に設けられ施工面に取り付けられるハウジングと、そ
れぞれハウジング内に収納され電源に電気的に接続されるとともに栓刃挿入口から挿入さ
れる栓刃に接触導通する複数個の刃受けと、ハウジングの前面の端部に設けられた端子収
納凹部内に収納されて接地線が接続される接地端子とを備え、
　接地端子は、ハウジングに対して固定され前面に開口したねじ穴を有する接地端子板と
、頭部を前方へ向けて接地端子板のねじ穴に螺合する端子ねじと、端子ねじが挿通される
ねじ挿通孔を有し端子ねじの頭部と接地端子板との間に挟まれることにより厚さ方向を前
後方向に向けて接地端子板の前側に取り付けられ接地端子板との間に接地線を挟持する座
金とを有し、
　座金の外周に、前後方向に開放された導入切り欠きが設けられ、前方から見た導入切り
欠きの深さ方向における座金の端部には、接地線に食い込んで接地線の脱落を防止する抜
け止め突起が後方へ突設されていて、
　座金は、前方から見た導入切り欠きの深さ方向に向かって後面が前方へ傾斜した導入部
を導入切り欠きの近傍に有することを特徴とするコンセント。
【請求項５】
　栓刃挿入口が少なくとも１組前面に設けられ施工面に取り付けられるハウジングと、そ
れぞれハウジング内に収納され電源に電気的に接続されるとともに栓刃挿入口から挿入さ
れる栓刃に接触導通する複数個の刃受けと、ハウジングの前面の端部に設けられた端子収
納凹部内に収納されて接地線が接続される接地端子とを備え、
　接地端子は、ハウジングに対して固定され前面に開口したねじ穴を有する接地端子板と
、頭部を前方へ向けて接地端子板のねじ穴に螺合する端子ねじと、端子ねじが挿通される
ねじ挿通孔を有し端子ねじの頭部と接地端子板との間に挟まれることにより厚さ方向を前
後方向に向けて接地端子板の前側に取り付けられ接地端子板との間に接地線を挟持する座
金とを有し、
　座金の外周に、前後方向に開放された導入切り欠きが設けられ、前方から見た導入切り
欠きの深さ方向における座金の端部には、接地線に食い込んで接地線の脱落を防止する抜
け止め突起が後方へ突設されていて、
　前方から見た導入切り欠きの深さ方向における接地端子板の端部には接地端子板の端に
向かって前面が後方へ傾斜した傾斜部が設けられ、座金には接地端子板の傾斜部に対向し
後面が接地端子板の傾斜部に沿って傾斜した誘導部が設けられていることを特徴とするコ
ンセント。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、接地線が接続される接地端子を有するコンセントに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、接地線が接続される接地端子を有するコンセントとして、図１７に示すよう
な接地端子２を有するものが提供されている。
【０００３】
　この接地端子２は、前面（図１７の左面）に開口したねじ穴２１ａを有する接地端子板
２１と、接地端子板２１に螺合する端子ねじ２２と、端子ねじ２が挿通されるねじ挿通穴
（図示せず）を有し端子ねじ２２の頭部と接地端子板２１との間に挟まれることにより厚
さ方向を前後方向に向けて接地端子板２１の前側に取り付けられる座金２３とを備える。
すなわち、接地線（図示せず）を座金２３と接地端子板２１との間に導入して端子ねじ２
２を締めつけることにより、接地線を接地端子板２１と座金２３との間に挟持して接地端
子板２１に電気的に接続することができる。また、座金２３の図１７における上下の端部
には、ぞれぞれ接地線に食い込んで接地線の抜けを防止する抜け止め突起２３ｃ，２３ｄ
が突設されている。
【０００４】
　さらに、接地端子２は、ハウジング１の前面に設けられた端子収納凹部１２内に収納さ
れており、ハウジング１には、端子収納凹部１２を開閉する扉体３が取り付けられている
。また、端子収納凹部１２の底面には電線（図示せず）が挿入される電線挿入穴１８が貫
設され、端子収納凹部１２には電線挿入穴１８から挿入された電線を接地端子板２１との
間に鎖錠する鎖錠ばね６４が配置されている。
【特許文献１】特開平１０－１３４８９４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記従来のコンセントでは、端子収納凹部１２の図１７における下端から軸方向を略前
後方向（図１７の左右方向）に向けて挿入された接地線は、図１７における上向きに曲が
りながら座金２３と接地端子板２１との間に導入されるため、接地線の挿入に必要な力が
大きくなっており、上側の抜け止め突起が２３ｃが食い込む深さまで接地線を挿入するこ
とが難しかった。抜け止め突起２３ｃが食い込む位置まで接地線が届いていないと、接地
端子２の接地線に対する保持力が不足し、接地端子２から接地線が脱落してしまうことが
考えられる。
【０００６】
　本発明は上記事由に鑑みて為されたものであり、その目的は、接地端子において座金に
設けられた抜け止め突起が食い込む位置まで接地線を容易に挿入することができるコンセ
ントを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１の発明は、栓刃挿入口が少なくとも１組前面に設けられ施工面に取り付けられ
るハウジングと、それぞれハウジング内に収納され電源に電気的に接続されるとともに栓
刃挿入口から挿入される栓刃に接触導通する複数個の刃受けと、ハウジングの前面の端部
に設けられた端子収納凹部内に収納されて接地線が接続される接地端子とを備え、接地端
子は、ハウジングに対して固定され前面に開口したねじ穴を有する接地端子板と、頭部を
前方へ向けて接地端子板のねじ穴に螺合する端子ねじと、端子ねじが挿通されるねじ挿通
孔を有し端子ねじの頭部と接地端子板との間に挟まれることにより厚さ方向を前後方向に
向けて接地端子板の前側に取り付けられ接地端子板との間に接地線を挟持する座金とを有
し、座金の外周に、前後方向に開放された導入切り欠きが設けられ、前方から見た導入切
り欠きの深さ方向における座金の端部には、接地線に食い込んで接地線の脱落を防止する
抜け止め突起が後方へ突設されていて、端子収納凹部の内面には、抜け止め突起により脱
落を防止された接地線の先部が収納される接地線用凹部が設けられていることを特徴とす
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る。
【０００８】
　この発明によれば、導入切り欠きを設けない場合に比べ、前方から見て抜け止め突起が
設けられた端縁に交差する方向での座金の寸法が小さくなるから、導入切り欠きから接地
線を導入したときに抜け止め突起を接地線に食い込ませやすくなる。また、座金と接地端
子板との間に接地線を導入する際に、接地線を導入する位置の自由度が向上するから、接
地端子に接地線を接続する作業が容易となる。さらに、接地線用凹部に接地線の先部を挿
入することにより、接地線において抜け止め突起が食い込む位置をより接地線の先端から
離れた位置とすることができるから、接地線用凹部を設けない場合に比べ、接地端子の接
地線に対する保持力をより向上させることができる。
【００１１】
　請求項２の発明は、請求項１の発明において、接地線用凹部の開口付近の内面の少なく
とも一部が、抜け止め突起に近い位置ほど接地線用凹部の内径を大きくする方向に傾斜し
ていることを特徴とする。
【００１２】
　この発明によれば、接地線用凹部の内面を傾斜させない場合に比べ、接地線がより接地
線用凹部に導入されやすくなる。
【００１３】
　請求項３の発明は、栓刃挿入口が少なくとも１組前面に設けられ施工面に取り付けられ
るハウジングと、それぞれハウジング内に収納され電源に電気的に接続されるとともに栓
刃挿入口から挿入される栓刃に接触導通する複数個の刃受けと、ハウジングの前面の端部
に設けられた端子収納凹部内に収納されて接地線が接続される接地端子とを備え、接地端
子は、ハウジングに対して固定され前面に開口したねじ穴を有する接地端子板と、頭部を
前方へ向けて接地端子板のねじ穴に螺合する端子ねじと、端子ねじが挿通されるねじ挿通
孔を有し端子ねじの頭部と接地端子板との間に挟まれることにより厚さ方向を前後方向に
向けて接地端子板の前側に取り付けられ接地端子板との間に接地線を挟持する座金とを有
し、座金の外周に、前後方向に開放された導入切り欠きが設けられ、前方から見た導入切
り欠きの深さ方向における座金の端部には、接地線に食い込んで接地線の脱落を防止する
抜け止め突起が後方へ突設されていて、接地端子板の端縁には、接地線に食い込んで接地
線の脱落を防止する抜け止め部が設けられていることを特徴とする。
【００１４】
　この発明によれば、導入切り欠きを設けない場合に比べ、前方から見て抜け止め突起が
設けられた端縁に交差する方向での座金の寸法が小さくなるから、導入切り欠きから接地
線を導入したときに抜け止め突起を接地線に食い込ませやすくなる。また、座金と接地端
子板との間に接地線を導入する際に、接地線を導入する位置の自由度が向上するから、接
地端子に接地線を接続する作業が容易となる。さらに、抜け止め部を設けない場合に比べ
、接地端子の接地線に対する保持力が向上する。
【００１５】
　請求項４の発明は、栓刃挿入口が少なくとも１組前面に設けられ施工面に取り付けられ
るハウジングと、それぞれハウジング内に収納され電源に電気的に接続されるとともに栓
刃挿入口から挿入される栓刃に接触導通する複数個の刃受けと、ハウジングの前面の端部
に設けられた端子収納凹部内に収納されて接地線が接続される接地端子とを備え、接地端
子は、ハウジングに対して固定され前面に開口したねじ穴を有する接地端子板と、頭部を
前方へ向けて接地端子板のねじ穴に螺合する端子ねじと、端子ねじが挿通されるねじ挿通
孔を有し端子ねじの頭部と接地端子板との間に挟まれることにより厚さ方向を前後方向に
向けて接地端子板の前側に取り付けられ接地端子板との間に接地線を挟持する座金とを有
し、座金の外周に、前後方向に開放された導入切り欠きが設けられ、前方から見た導入切
り欠きの深さ方向における座金の端部には、接地線に食い込んで接地線の脱落を防止する
抜け止め突起が後方へ突設されていて、座金は、前方から見た導入切り欠きの深さ方向に
向かって後面が前方へ傾斜した導入部を導入切り欠きの近傍に有することを特徴とする。
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【００１６】
　この発明によれば、導入切り欠きを設けない場合に比べ、前方から見て抜け止め突起が
設けられた端縁に交差する方向での座金の寸法が小さくなるから、導入切り欠きから接地
線を導入したときに抜け止め突起を接地線に食い込ませやすくなる。また、座金と接地端
子板との間に接地線を導入する際に、接地線を導入する位置の自由度が向上するから、接
地端子に接地線を接続する作業が容易となる。さらに、導入部の後面によって接地線が座
金と接地端子板との間に誘導されるから、導入部を設けない場合に比べ、接地端子への接
地線の接続がより容易となる。
【００１７】
　請求項５の発明は、栓刃挿入口が少なくとも１組前面に設けられ施工面に取り付けられ
るハウジングと、それぞれハウジング内に収納され電源に電気的に接続されるとともに栓
刃挿入口から挿入される栓刃に接触導通する複数個の刃受けと、ハウジングの前面の端部
に設けられた端子収納凹部内に収納されて接地線が接続される接地端子とを備え、接地端
子は、ハウジングに対して固定され前面に開口したねじ穴を有する接地端子板と、頭部を
前方へ向けて接地端子板のねじ穴に螺合する端子ねじと、端子ねじが挿通されるねじ挿通
孔を有し端子ねじの頭部と接地端子板との間に挟まれることにより厚さ方向を前後方向に
向けて接地端子板の前側に取り付けられ接地端子板との間に接地線を挟持する座金とを有
し、座金の外周に、前後方向に開放された導入切り欠きが設けられ、前方から見た導入切
り欠きの深さ方向における座金の端部には、接地線に食い込んで接地線の脱落を防止する
抜け止め突起が後方へ突設されていて、前方から見た導入切り欠きの深さ方向における接
地端子板の端部には接地端子板の端に向かって前面が後方へ傾斜した傾斜部が設けられ、
座金には接地端子板の傾斜部に対向し後面が接地端子板の傾斜部に沿って傾斜した誘導部
が設けられていることを特徴とする。
【００１８】
　この発明によれば、導入切り欠きを設けない場合に比べ、前方から見て抜け止め突起が
設けられた端縁に交差する方向での座金の寸法が小さくなるから、導入切り欠きから接地
線を導入したときに抜け止め突起を接地線に食い込ませやすくなる。また、座金と接地端
子板との間に接地線を導入する際に、接地線を導入する位置の自由度が向上するから、接
地端子に接地線を接続する作業が容易となる。さらに、接地端子板の傾斜部と座金の誘導
部とにより、接地線が造営面に対して斜め向きとなるから、接地線が造営面に対して平行
となる場合に比べ、前方から見た接地端子板及び座金の寸法の割に接地線が接地端子板と
座金との間に挟まれる長さが長くなり、従って接地端子の接地線に対する保持力が向上す
る。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明は、前後方向に開放された導入切り欠きを座金の外周に設けるとともに、前方か
ら見た導入切り欠きの深さ方向における座金の端部に、接地線に食い込んで接地線の脱落
を防止する抜け止め突起を後方へ突設したので、導入切り欠きを設けない場合に比べ、前
方から見て抜け止め突起が設けられた端縁に交差する方向での座金の寸法が小さくなるか
ら、導入切り欠きから接地線を導入したときに抜け止め突起を接地線に食い込ませやすく
なる。また、座金と接地端子板との間に接地線を導入する際に、接地線を導入する位置の
自由度が向上するから、接地端子に接地線を接続する作業が容易となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について、図面を参照しながら説明する。方
向の表記については、上下左右は図３（ａ）を基準とし、図３（ｂ）の左右方向を前後方
向と呼ぶ。つまり、図２の上下方向を前後方向と呼び、図２の右下－左上方向を左右方向
と呼び、図２の左下－右上方向を上下方向と呼ぶ。
【００２５】
　本実施形態は、図２に示すように、充電部が収納される収納凹部１１が前面に設けられ
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たボディ１ａと、３個１組の栓刃挿入口１０が前面に上下に並べて２組設けられボディ１
ａの前側に結合して収納凹部１１を覆うカバー１ｂとで構成されたハウジング１を備える
。また、カバー１ｂの下端部には、後側の開口をボディ１ａに閉塞されて端子収納凹部１
２を構成する接地端子穴１２ｂが前後に貫設されている。さらに、端子収納凹部１２に収
納されて接地線ＥＣ（図１（ａ）（ｂ）参照）が接続される接地端子２を備える。また、
ハウジング１には、端子収納凹部１２を開閉する扉体３が取り付けられている。
【００２６】
　ボディ１ａとカバー１ｂとは、それぞれ例えば合成樹脂成形品からなり、施工面（図示
せず）への取付のための取付枠を兼ねた組立枠４により結合されている。組立枠４は、Ｊ
ＩＳ　Ｃ　８３７５に規定された取付枠に準じた寸法及び形状に形成され、３個モジュー
ル寸法に形成された露出穴４１を有する。露出穴４１の左右には、それぞれ係合穴４２ａ
が左右に貫設されてＵ字形状に形成された結合片４２が、上下に並べて２個ずつ後方へ突
設されている。また、係合穴４２ａの内周の前端には、当接突起４３が後方へ突設されて
いる。ボディ１ａ及びカバー１ｂの左右の側面には、それぞれ結合突起１３ａ，１３ｂが
上下に並べて２個ずつ突設されていて、カバー１ｂの結合突起１３ｂの前面には凹部１３
ｃが設けられている。そして、各結合突起１３ａ，１３ｂが組立枠４の係合穴４２ａに挿
入され、組立枠４の当接突起４３がカバー１ｂの結合突起１３ｂの凹部１３ｃに挿入され
るとともにボディ１ａの結合突起１３ａの後面が組立枠４の結合片４２に係止されること
によって、カバー１ｂの前面が露出穴４１から露出する形でボディ１ａとカバー１ｂとは
結合している。
【００２７】
　各栓刃挿入口１０は、それぞれＪＩＳ　Ｃ　８３０３に規定された定格１２５Ｖ、１５
Ａ用の接地極付きプラグ（図示せず）に対応した形状であって、図３に示すように、電圧
側極の栓刃が挿入される上下に長い電圧側栓刃挿入口１０ａと、電圧側栓刃挿入口１０ａ
の左側に設けられ電圧側栓刃挿入口１０ａよりも上下に長く接地側極の栓刃が挿入される
接地側栓刃挿入口１０ｂと、電圧側栓刃挿入口１０ａと接地側栓刃挿入口１０ｂとに挟ま
れた位置の下側に設けられ接地極の栓刃が挿入される接地栓刃挿入口１０ｃとからなる。
【００２８】
　また、収納凹部１１には、収納凹部１１を左右に並んだ３個の収納室１１ａ～１１ｃに
仕切る仕切り突起１１ｄが突設されている。右側の収納室１１ａには電圧側極の充電部と
なる電圧側導電ブロック５ａが収納され、左側の収納室１１ｂには接地側極の充電部とな
る接地側導電ブロック５ｂが収納され、中央の収納室１１ｃには接地極の充電部となる接
地導電ブロック５ｃが収納されている。各導電ブロック５ａ～５ｃはそれぞれ金属板に打
ち抜き加工と曲げ加工とが施されてなる。
【００２９】
　電圧側導電ブロック５ａ及び接地側導電ブロック５ｂは、上下に並べて２個設けられそ
れぞれ後向きＵ字形状の端子部５１と、端子部５１の上下両側に設けられそれぞれ栓刃挿
入口１０ａ，１０ｂから挿入された栓刃を厚さ方向（左右方向）の両側から弾性的に挟持
する２個の刃受け部５２とを有する。
【００３０】
　また、接地導電ブロック５ｃは、図４に示すように、上下に２個並べて設けられそれぞ
れ接地栓刃挿入口１０ｃから挿入された接地極の栓刃を左右両側から弾性的に挟持する接
地刃受け部５３と、接地刃受け部５３間を連結する刃受け連結部５４と、刃受け連結部５
４の下端から前方へ突設された端子連結部５５と、端子連結部５５の左右両端にそれぞれ
設けられそれぞれ後向きＵ字形状の２個の端子部５１とを有する。連結部５４は、厚さ方
向を前後方向に向けた上下に長い底部５４ａと、底部５４ａの左右両端からそれぞれ前方
へ突設された補強リブ５４ｂと、補強リブ５４ｂの上端付近から前方へ突設されカバー１
ｂの後面に当接する浮き止め部５４ｃとからなる。本実施形態の接地導電ブロック５ｃは
、補強リブ５４ｂにより機械的強度が向上している。また、浮き止め部５４ｃを設けたこ
とにより、栓刃が抜かれる際に接地刃受け部５３が前方へ引張られても接地導電ブロック
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５ｃがハウジング１に対して前方に変位してしまうことがない。
【００３１】
　また、各導電ブロック５ａ～５ｃの端子部５１は、ボディ１ａに前後に貫設された電線
挿入穴（図示せず）から導入された電線（図示せず）が接触導通する部位であって、端子
部５１の内側に配置されて端子部５１の内面との間に上記電線を鎖錠する鎖錠ばね６１と
、鎖錠ばね６１の鎖錠を解除するための解除釦６２とともに速結端子を構成する。具体的
に説明すると、解除釦６２は、ハウジング１の外側に位置する操作表示部６２ａと、操作
表示部６２ａから上下に２個並べて内向きに突設された脚部６２ｂとを有する。ボディ１
ａの収納凹部１１の左右両側には、収納凹部１１の内外に連通しボディ１ａの前方に開放
されてカバー１ｂの後面との間で収納凹部１１の内外に連通した貫通穴を構成する切り欠
き１１ｅが設けられており、解除釦６２は各脚部６２ｂがそれぞれ切り欠き１１ｅに挿通
されることによりハウジング１に対して前後に変位可能に支持されている。ボディ１ａの
左右の側面は、それぞれ前後方向の中央部を外側へ膨出させる曲面となっており、解除釦
６２は、前後への変位時に操作表示部６２ａが上記曲面上を摺動することにより、前方へ
の変位に伴って脚部６２ｂの収納凹部１１内への突出寸法を大きくするように僅かに回動
する。
【００３２】
　また、解除釦６２の各脚部６２ｂは収納凹部１１内においてそれぞれ鎖錠ばね６１に臨
んでいる。電線が鎖錠ばね６１に鎖錠されているときに、操作表示部６２ａが前方へ変位
するように操作されると、各脚部６２ｂが上記電線を挟んで互いに異なる側においてそれ
ぞれ鎖錠ばね６１を押圧して弾性変形させることにより鎖錠が解除される。
【００３３】
　さらに、解除釦６２は、収納凹部１１に収納された板ばねからなる表示ばね６３によっ
てハウジング１に対して後向き（すなわち鎖錠解除時に操作される向きの逆向き）に付勢
されている。端子部５１においてボディ１ａの電線挿入穴の前側には電線挿通穴５１ａが
前後に貫設され、この電線挿通穴５１ａに対して左右方向の外側には係止突起５１ｂが前
方へ突設されている。ここで、解除釦６２は、ハウジング１内で脚部６２ｂに挟まれる位
置の前側に位置して係止突起５１ｂに係脱自在に係止される被係止部６２ｃを有する。
 
【００３４】
　そして、解除釦６２は、鎖錠ばね６１に電線が鎖錠されていない状態では、可動範囲の
前側端部に位置し、被係止部６２ｃが係止突起５１ｂに係止されることで後方への移動を
禁止されている。この状態で、電線挿入穴から挿入された電線が電線挿通穴５１ａを通過
して被係止部６２ｃを前方へ押圧し、係止突起５１ｂの被係止部６２に対する係止が解除
されると、解除釦６２は表示ばね６３のばね力によって一気に後方へ変位する。これを見
て、使用者は電線の接続の完了を明確に知ることができる。
【００３５】
　また、扉体３は例えば合成樹脂成形品からなり、図５に示すように、端子収納凹部１２
を覆う覆い部３１と、左右に並べて２個設けられそれぞれハウジング１に結合する結合部
３２と、各結合部３２と覆い部３１との間にそれぞれ介在して他の部位よりも薄肉に形成
されて覆い部３１を結合部３２に対して左右方向から見て回動可能に支持する連結部３３
とを備える。各結合部３２の先部には、それぞれ左右方向であって他方の結合部３２に近
付く方向に係合爪３２ａが突設されている。カバー１ｂにおいて接地端子穴１２ｂの上側
には結合穴１４が左右に並べて２個、前後に貫設されており、扉体３は結合穴１４に結合
部３２が挿通されて各係合爪３２ａがそれぞれ図６に示すようにカバー１ｂの後面に係合
することにより、扉体３はハウジング１に結合している。また、覆い部３１の下端には、
接地端子２に接続された接地線ＥＣが挿通される穴を端子収納凹部１２の下端との間に形
成する挿通切り欠き３１ａが、左右に並べて２個設けられている。
【００３６】
　さらに、覆い部３１の左右両端部には、扉体３を閉じた状態における後方へそれぞれ被
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係止凸部３４が突設され、各被係止突部３４には、覆い部３１に対する被係止凸部３４の
突出方向に交差する方向であって連結部３３に近付く方向、すなわち扉体３を閉じた状態
における上方へ、被係止爪３４ａが突設されている。扉体３を閉じた状態では、図７（ａ
）に示すように被係止爪３４ａがカバー１ｂの後面に係脱自在に係止されることにより、
扉体３を開く方向への覆い部３１の回動が禁止される。被係止爪３４ａの係脱は、覆い部
３１に力を加えて被係止凸部３４を弾性変形させることにより行う。
【００３７】
　ここで、扉体３を閉じた状態では被係止爪３４ａは覆い部３１の回動軸となる連結部３
３よりも後側に位置するから、図７（ａ）の矢印Ａ１で示すように扉体３を開く方向に覆
い部３１が回動するときには、扉体３の開き始めにおいて被係止爪３４ａはやや下方向（
図７（ａ）における左方向）へ移動する。つまり、扉体３の開き始めにおいて、被係止爪
３４ａの移動方向と、被係止爪３４ａの係止の解除方向Ａ２とが共通することにより、図
７（ｂ）に示すように被係止爪３４ａの突出方向を逆方向とする場合に比べ、係止を解除
する際に被係止凸部３４や被係止爪３４ａにかかる応力が低減されるから、被係止凸部３
４や被係止爪３４ａが破損しにくい。
【００３８】
　以下、本実施発明の要旨たる接地端子２について説明する。接地端子２は、図８に示す
ように、ねじ穴２１ａが前後に貫設された接地端子板２１と、接地端子板２１のねじ穴２
１ａに螺合する端子ねじ２２と、接地端子板２１のねじ穴２１ａに螺合する端子ねじ２２
の螺合部２２ａが挿通されるねじ挿通穴２３ａが前後に貫設され端子ねじ２２の頭部２２
ｂと接地端子板２１との間に挟まれ接地線ＥＣを接地端子板２１との間に挟持する座金２
３とを備える。接地端子板２１及び座金２３は、それぞれ例えば金属板に打ち抜き加工と
曲げ加工とが施されてなる。
【００３９】
　接地端子板２１は、ねじ穴２１ａが貫設された左右に長い長方形状の本体部２１ｂと、
本体部２１ｂの外周からそれぞれ後方（図８の下方）へ突設された脚部２１ｃ，２１ｄ，
２１ｅとを備える。本体部２１ｂにおいて、ねじ穴２１ａが設けられた部位にはバーリン
グ加工が施されており、ねじ穴２１ａの周囲は後方へ円環形状に突出している（図１（ａ
）（ｂ）参照）。また、上側（図８の手前側）の脚部２１ｃにおいて、後端の中央部には
切り欠き２１ｆが設けられており、切り欠き２１ｆの左右両側からそれぞれ上方に取付部
２１ｇが突設されている。各取付部２１ｇにはそれぞれかしめ穴２１ｈが前後に貫設され
ており、接地導電ブロック５ｃの各端子部５１にはそれぞれ前面（図８の上面）にかしめ
突起５１ｃが突設されていて、かしめ突起５１ｃがかしめ穴２１ｈに挿通されかしめられ
ることにより、接地端子板２１は接地導電ブロック５ｃに機械的且つ電気的に接続されて
いる。
【００４０】
　座金２３は、図９に示すように、前方から見て左右に長い長方形状の右下端部と左下端
部とにそれぞれ矩形状の導入切り欠き２３ｂが設けられた形状となっている。また、導入
切り欠き２３ｂの上側において、座金２３の四隅付近がそれぞれ後方へ曲げられることに
より、それぞれ左右の端に近い位置ほど後方への突出寸法が大きい抜け止め突起２３ｃ，
２３ｄが設けられている。上側の抜け止め突起２３ｃは、座金２３において前方から見た
導入切り欠き２３ｂの深さ方向すなわち上方向の端に位置する。
【００４１】
　接地線ＥＣを接地端子２に接続したとき、すなわち図１（ａ）（ｂ）に示すように座金
２３と接地端子板２１との間に接地線ＥＣを挟持したときには、各抜け止め突起２３ｃ，
２３ｄがそれぞれ接地線ＥＣに食い込むことにより、接地線ＥＣの脱落が防止される。ま
た、各抜け止め突起２３ｃ，２３ｄの後方への突出寸法はそれぞれ左右の端に近い位置ほ
ど大きくなっているから、接地線ＥＣが左右に脱落しにくい。
【００４２】
　ここで、接地端子板２１の左右両端には、それぞれ上側の脚部２１ｃの前端部の左右の
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寸法を本体部２１ｂの左右の寸法よりも小さくする切り欠き２１ｉが設けられている。こ
の切り欠き２１ｉにより、本体部２１ｂの左右両端部において上端面と前面との間には角
が形成されていて、この角が接地線ＥＣに食い込むことにより、接地線ＥＣがさらに脱落
しにくくなっている。すなわち、接地端子板２１の本体部２１ｂの左右両端部において上
端面と前面との間に形成された角が請求項における抜け止め部である。
【００４３】
　また、端子ねじ２２は、座金２３が着脱不可能に付随した座金付きねじとなっている。
つまり、図１０に示すように、端子ねじ２２は、ねじ山を有する螺合部２２ａと頭部２２
ｂとの間に、螺合部２２ａよりも外径が小さく座金２３のねじ挿通穴２３ａに挿通される
細径部２２ｃを有する。また、座金２３のねじ挿通穴２３ａの内径は端子ねじ２２の螺合
部２２ａの外径よりも小さく、座金２３の脱落は螺合部２２ａによって防止されている。
さらに、細径部２２ｃの軸方向（前後方向）での長さ寸法は座金２３の厚さ寸法と略同じ
としてある。これにより、端子ねじ２２の左右の片側でのみ座金２３と接地端子板２１と
の間に接地線ＥＣを挟んだ場合にも、座金２３の接地端子板２１に対する傾きやがたつき
が抑えられ、座金２３及び接地端子板２１と接地線ＥＣとの接触面積が確保されている。
【００４４】
　さらに、カバー１ｂにおいて、座金２３の導入切り欠き２３ｂの下側となる各部の前面
は、それぞれ上方へ向かって後方へ傾斜したガイド面１２ｃとされている。すなわち、ガ
イド面１２ｃに沿って接地線ＥＣを挿入することにより、座金２３と接地端子板２１との
間に容易に接地線ＥＣを導入することができる。
【００４５】
　また、図３（ｃ）に示すように、カバー１ｂの後面において、導入切り欠き２３ｂの上
側となる各部には、それぞれ下方と後方とに開放された接地線用凹部１５が設けられてい
る。そして、接地線ＥＣの先部を接地線用凹部１５に挿入することにより、抜け止め突起
２３ｃをより接地線ＥＣの先部から離れた位置で接地線ＥＣに食い込ませて保持強度を向
上することが可能となっている。
【００４６】
　さらに、図１１に示すように、接地線用凹部１５の左右のうち他方の接地線用凹部１５
に近い側の内面は、下側開口付近において、下方へ向かって接地線用凹部１５の開口を広
げる方向に傾斜した傾斜面１５ａとなっており、接地線ＥＣがこの傾斜面１５ａによって
図１１の矢印Ａ３で示すようにガイドされることにより、接地線ＥＣがより接地線用凹部
１５に導入されやすくなっている。
【００４７】
　上記構成によれば、座金２３に導入切り欠き２３ｂが設けられていることにより、座金
２３の下端と上側の抜け止め突起２３ｃとの距離が短くなっているから、導入切り欠き２
３ｂを通じて座金２３の下側に接地線ＥＣを導入することで、抜け止め突起２３ｃに容易
に接地線ＥＣを食い込ませることができる。また、導入切り欠き２３ｂにより、接地線Ｅ
Ｃを座金２３の下側に導入する位置をより上側とすることができるから、ガイド面１２ｃ
の上下の幅寸法をより大きくして傾斜を緩やかとすることにより、座金２３の下側に導入
される際の接地線ＥＣの曲がりを少なくして挿入に必要な力を小さくし、接地端子２への
接地線ＥＣの接続をより容易とすることができる。
【００４８】
　ところで、本実施形態の接地端子２は、図１２に示すように金属板からなり切り欠きＹ
Ｔ１を有するＹ形圧着端子ＹＴも接続可能となっている。このようなＹ形圧着端子ＹＴを
接地端子２に接続するには、Ｙ形圧着端子ＹＴを座金２３と接地端子板２１との間に導入
するとともに、Ｙ形圧着端子ＹＴの切り欠きＹＴ１を端子ねじ２２の螺合部２２ａに導入
してから、端子ねじ２２を締め付ければよい。そして、端子ねじ２２の下側において、カ
バー１ｂの前面には、上下に開放されて端子収納凹部１２に連通した導入凹部１６が設け
られている。導入凹部１６の左右の寸法は、上記Ｙ形圧着端子ＹＴの左右の寸法よりも大
きくしてあり、導入凹部１６を通じてＹ形圧着端子ＹＴを導入することにより、Ｙ形圧着
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端子ＹＴを接地端子２に容易に接続することができるようになっている。
【００４９】
　なお、細径部２２ｃの軸方向（前後方向）での寸法を、座金２３の厚さ寸法とＹ形圧着
端子ＹＴの厚さ寸法との合計よりも大きくしてもよい。この構成を採用すれば、図１３に
示すように座金２３と端子ねじ２２の頭部２２ｂとの間にＹ形圧着端子ＹＴを挟持するこ
とができるから、Ｙ形圧着端子ＹＴを座金２３の後側まで導入する必要がある場合に比べ
てさらにＹ形圧着端子ＹＴの接続が容易となる。
【００５０】
　また、座金２３の導入切り欠き２３ｂの下側には、後方へ曲げることにより抜け止め突
起２３ｄを設ける代わりに、図１４（ａ）及び図１５に示すように前方（図１５の上方）
へ切り起こすことにより後面が導入切り欠き２３ｂの深さ方向たる上方（図１５の右方）
に向かって後方へ傾斜した導入部２３ｅを設けてもよい。この構成を採用すれば、導入部
２３ｅの後面によって接地線ＥＣが座金２３と接地端子板２１との間へガイドされるから
、接地端子２への接地線ＥＣの接続がより容易となる。さらに、図１４（ａ）（ｂ）及び
図１５の例では、抜け止め突起２３ｃにおいて後面が上方へ向かって後方へ傾斜する範囲
がさらに上下に長くなるように座金２３の形状を変更することにより、接地線ＥＣをハウ
ジング１の前面に対して斜め後向きとなるようにガイドする誘導部としての機能を抜け止
め突起２３に付与している。また、接地端子板２１には、図１４（ｂ）に示すように前面
が抜け止め突起２３ｃの後面に対向し上方へ向かって後方へ傾斜した傾斜部２１ｊを、本
体部２１ｂの左右両端部からそれぞれ後方へ突設している。抜け止め突起２３ｃの後面に
よって接地線ＥＣがガイドされてハウジング１の前面に対して斜め後向きとなることによ
り、接地線ＥＣがハウジング１の前面に対して平行となる場合に比べ、接地端子板２１と
座金２３との間により多くの接地線ＥＣが挟まれるから、接地線ＥＣに対する接地端子２
の保持力を向上することができる。また、接地端子板２１に傾斜部２１ｊが設けられてい
ることにより、接地端子板２１と接地線ＥＣとの接触面積が大きくなっているから、接続
信頼性が向上している。
【００５１】
　因みに、接地端子板２１の形状を大きく変更することなく接地線ＥＣと接地端子板２１
との接触面積を多くする方法としては、図１６に示すように接地線ＥＣが導入される導入
溝１７を、ハウジング１の前面において端子収納凹部１２の左右に設け、矢印Ａ４で示す
ように左右方向から接地線ＥＣを接地端子２に接続可能とするという方法もある。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明の実施形態において接地端子に接地線が接続された状態の要部を示す図で
あり、（ａ）は一部破断した右側面図、（ｂ）はハウジングを省略した平面図である。
【図２】同上を示す分解斜視図である。
【図３】同上のカバーを示す図であり、（ａ）は正面図、（ｂ）は（ａ）のＡ－Ａ断面図
、（ｃ）は背面図である。
【図４】同上の接地導電ブロックを示す図であり、（ａ）は正面図、（ｂ）は右側面図、
（ｃ）は（ａ）のＢ－Ｂ断面図、（ｄ）は斜視図である。
【図５】同上の扉体を示す図であり、（ａ）は展開した状態を示す平面図、（ｂ）は展開
した状態を示す右側面図、（ｃ）は端子収納凹部を閉じたときの形状を示す右側面図であ
る。
【図６】扉体をハウジングに装着した状態の要部を示す断面図である。
【図７】（ａ）は同上の要部を示す断面図であり、（ｂ）は比較例の要部を示す断面図で
ある。
【図８】同上の接地端子及び接地導電ブロックを示す分解斜視図である。
【図９】同上の要部を示す正面図である。
【図１０】同上の端子ねじを示す平面図である。
【図１１】同上の要部を示す一部破断した正面図である。
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【図１２】同上の接地端子に接続されるＹ形圧着端子を示す斜視図である。
【図１３】同上の要部を示す一部破断した右側面図である。
【図１４】（ａ）（ｂ）はそれぞれ同上の別の形態の要部を示す斜視図であり、（ａ）は
座金を示し、（ｂ）は接地端子板の要部を示す。
【図１５】図１４の形態の要部を示す右側面図である。
【図１６】接続信頼性を向上する方法の一例を示す正面図である。
【図１７】従来例を示す断面図である。
【符号の説明】
【００５３】
　１　ハウジング
　２　接地端子
　３　扉体
　５ａ　電圧側導電ブロック
　５ｂ　接地側導電ブロック
　５ｃ　接地導電ブロック
　１２　端子収納凹部
　１５　接地線用凹部
　１６　導入凹部
　２１　接地端子板
　２１ａ　ねじ穴
　２１ｊ　傾斜部
　２２　端子ねじ
　２２ａ　螺合部
　２２ｂ　頭部
　２２ｃ　細径部
　２３　座金
　２３ａ　ねじ挿通穴
　２３ｂ　導入切り欠き
　２３ｃ　抜け止め突起
　２３ｅ　導入部
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